
人中心の空間

１.まちなか駐車場の現状と課題

まちなか駐車場適正化計画の策定について

３.対象とするエリア

⚫現在の自動車利用に対応する、十分な量の駐車場を確保。
⚫一方、スポンジ化による歩行環境の悪化等の課題が発生。

平均 ピーク時

平日 56.0％ 70.3％

休日 65.2％ 86.5％

（通町筋・桜町周辺地区）
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⇒都市のスポンジ化

駐車場を「コントロール」し、まちづくりに活かす

⚫駐車場整備の基本方針の策定
基本方針①「土地利用」の視点
⇒附置義務条例の見直し(台数低減等)による土地の有効利用

基本方針②「交通円滑化」の視点
⇒集約駐車施設への附置等による交通円滑化

基本方針③「使い方」の視点
⇒障がい者等用駐車場の義務付けなどによる環境整備

⚫今後も一定程度の駐車場整備が見込まれるなど、駐車場の
コントロールが必要な区域に駐車場整備地区等を設定。

⚫本計画の取組等により、地区内の駐車場台数を減少するこ
とを目標とする。（R3:19,390台 → R12:16,300台）

これまでの駐車場を「つくる」施策から、「コントロール(適正配置)」し、まちづくりに活かす施策へ転換。
附置義務条例の見直しを軸に、土地の有効利用・交通円滑化・誰もが安心して訪れられる環境の形成を図る。
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計画の策定 駐車場整備地区

Ｒ
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度

10月～11月 パブリックコメント
12月頃 仮策定
３月頃 都市計画審議会

Ｒ
３
年
度

周知期間
３月頃 本策定 告示

■駐車場の稼働率 ■平面駐車場台数の推移

⚫パブリックコメントを経て、12月頃の計画仮策定を目指す。
⚫ R3年度末の地区の告示をもって、計画本策定とする。

４.今後のスケジュール

○駐車場施策の公共交通転換
○公共交通利用促進施策
○自動車交通の自然減少

駐車需要を
10年間で5％減少
させることを目標

熊本城

■附置義務により量をコントロールする区域(駐車場整備地区)

□駐車場の出入口等をコントロールする区域
3,100台減少 ⚫駐車場整備地区の見直し
目標台数
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（整備台数/必要台数）

Ｒ１２
（目標台数）

【現状のイメージ】 【適正配置のイメージ】

中心部に点在する駐車場
流入する自動車

※駐車場法第４条に基づく駐車場整備計画

外縁部の
集約駐車施設

２.駐車場整備に関する基本方針
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